
 

 

産後のお母さんは、育児不安を抱えたり、出産や育児の疲れから体調が良くないなど、こころもからだ

も不安になることもあります。 

登米市では、安心して子育てできるように、宿泊や日帰り、訪問による乳房ケアや育児相談などが

受けられる「産後ケア事業」を行っております。 

 

利用できる方  
登米市に住所のある産後 1 年未満のお母さんとお子さんで、以下に該当する方。 

 

 

 

    ケアの内容・利用料 産後ケアは、助産師等の専門職が担当します。 

    ＋利用料に、食事代（宿泊型・日帰り型の場合）も含まれます。 

    ＋利用料は、市民税非課税世帯の方、生活保護世帯の方は無料になります。 

    ＋多胎児の場合は加算があります。 

タイムスケジュール（例） 

（宿泊型）1 泊 2 日の場合 

10:00          12:00         18:00                   ８：００     １２：００     １６：００ 

   ●      ●    ●           ●      ●       ● 

   ケア開始    昼食 ケア  夕食 就寝☽ 授乳 起床☀  朝食 ケア 昼食       支払 

・授乳指導     休養 シャワー浴                    休養 

・沐浴指導など          

  

（日帰り型）                      （訪問型）予約時間に助産師が訪問 

10:00           12:00         16：00                   10:00～16:00 までの間 

●              ●              ●      １０：００ （１回所要時間１～２時間） １２：００ 

ケア開始 授乳指導     昼食        支払い        ●                  ●                            

沐浴指導など                             ・授乳指導 ・沐浴指導   支払 

                                  ・育児指導など          

                              ケア開始 

 

事業内容 主なケア内容 利用料 利用時間 利用回数 

宿泊型 
【お母さんのケア】 

健康管理及び授乳ケア 

【赤ちゃんのケア】 

発育や発達の相談 

体重測定 

【その他】 

育児の相談等 

1 泊 2 日 9,200 円 

その後 1 日ごとに 

4,600 円追加 

1 泊 2 日から利用可能 

１０時～退所日の 1６時まで 
最大７日まで 

日帰り型 1 日：4,600 円 １０時～1６時まで 最大７日まで 

訪問型 1 回：1,600 円 
1 回 1～２時間 

１０時～1６時までの間 
最大７回まで 

登 米 市 産 後 ケ ア 事 業 の ご案 内  

 

① 登米市に住所のある方 

② 母子ともに入院治療が必要とされていない

方 

 

 



利用までの流れ 

★育児状況や産後の支援状況等を審査した上で、決定します。 

 

【利用にあたっての注意事項】 

＊キャンセルの場合は、利用予定日の前日午前 10 時まで連絡ください。連絡がない場合は規定のキャンセル料を 

直接事業者等にお支払いいただきます。 

キャンセル料：宿泊型 4,000 円、日帰り型 2,000 円、訪問型 1,000 円（非課税世帯･生活保護世帯の方は半額） 

＊母子のいずれかが感染症（インフルエンザ・かぜ等）又は入院加療の必要のある場合は利用できません。 

＊施設の予約状況に等によって、利用希望日に希望する施設で受け入れることができない場合があります。 

産後ケア事業実施事業者 一覧 

施設名 住所 電話番号 宿泊 日帰り 訪問 

大崎市民病院 大崎市古川穂波３－８－１ ０２２９－２３－３３１１ 〇 × × 

わんや産婦人科 大崎市古川駅南３－１１－２ ０２２９－２１－０３０３ 〇 〇 × 

関井レディース 

クリニック 
大崎市古川駅東２-10-31 ０２２９－２１－３６６６ 〇 〇 × 

ははこっこ助産院 大崎市古川大幡字原田１４－１ ０２２９－２３－２２００ 〇 〇 〇 

ささき産婦人科 

クリニック 
栗原市築館伊豆４－６－６０ ０２２８－２２－２４１２ × 〇 〇 

ひととて助産院 登米市東和町米谷字南沢１５６－１ ０２２０－２３－８８２０ × × 〇 

有希助産院 石巻市のぞみ野５－１６―２ ０９０－２８４４－４７１２ × × 〇 

                                               令和６年４月現在 

問い合わせ先 福祉事務所子育て支援課母子保健係（こども家庭センター）  

０２２０－５８－５５５７（平日８：３０～１７：１５） 

 

 

相相談・申請 

①下表の利用したい事業者（病院・助産院）に利用日程をご相談ください。 

（大崎市民病院をご利用希望の方は、事前に各総合支所及び健康推進課へご相談ください。） 

②お住いの各総合支所及び健康推進課にあらかじめ電話でご相談の上、 

申請をしてください。 

＊受付は利用希望日の 3 日前までです。 

＊申請書は登米市ホームページからダウンロードできます。 

＊ご家族が申請することも出来ます。 

＊妊娠中は、おおむね３２週から予約が出来ます。(利用決定は産後になります) 

【持ち物】親子（母子）健康手帳 

利用決定 
「登米市産後ケア事業利用承認通知書」が届きます。 

利用決定後、事業者に持ち物等ご確認ください。 

利用後  利用料は直接事業者にお支払いください。 


